
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                              

       
 

内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部

令
和
３
年
12
月
23
日
付

コ
ロ
ナ

克
服
・
新
時
代
開
拓
の
た
め
の

11
月
19

で

を
対
象

賃
上
げ
効
果
が

継
続
さ
れ
る
取
り
組
み
を
行
う
事
を
前

提

収
入
を
３
％

き
上
げ
る
た
め
の
措
置

来
年
２
月
か
ら
前
倒
し
で
実
施

こ
と
を
踏

保
育
士
等
の
処

遇
改
善
を
行
う
事
に

保
育
士
・
幼

稚
園
教
諭
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業

を
定

令
和
３
年
12
月
20

日
か
ら
適
用

 

 

処
遇
改
善
の
対
象

保
育
士
だ
け
で

保
育
園
に
勤
務
す
る
職
員

 

 

こ
の
事
業

国
の
予
算
で
補
助
さ
れ

 

賃
金
改
善
に
係
る
計
画
書
を
作

成

計
画
の
具
体
的
な
内
容
を
職

員
に
周
知

 

 

  

併

令
和
３
年
人
事
院
勧
告
で
減

ら
さ
れ
た
一
時
金

月
分
は
補

填

毎
月
９
０
０
０
円

令

和
４
年
２
月

上
乗
せ
を
す
る
こ
と

 

  

会
計
年
度
任
用
職
員

の
事
業
を
活
用

給
料
表
の
級
・
号

給
設
定
の
見
直
し
を
行

上
限
設
定
を

緩
和
す
る
な
ど
の
見
直
し
を
行
う
事
と

 

  
 

         

放
課
後

職
員

に
つ
い
て
も
同
様

放
課
後

児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事

を
定

令
和
３
年
12
月

20
日
か
ら
適
用

 

 
 

放
課
後

に
勤
務
す
る
職
員 

に
対

令
和
４
年
２
月

収
入 

 

の
引
き
上
げ
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
り 

賃
金
改
善
は
継
続
的
に
行 

 

  

12
月
27

に
行

 

総
務
部
長
交
渉
の
中

 

と
に
つ
い
て
発
言

 

 

自
治
体
説
明 

会

12
月
24
日
に
開
催
さ
れ
た 

詳
し
い
こ
と
が
分
か
ら 

情
報
が
入
り
次
第
連
絡 

す
る
と
の
事
で
し
た

国
が
処
遇 

改
善
の
た
め
に

予
算
立
て
て
い
る 

う

 

職
員
課
長
交
渉
を
予
定
し
て

 
 

※
要
求
項
目
に
意
見
が
あ
り
ま
し
た 

組
合
に
連
絡

 

 

 

公立保育園の保育士は 

人勧マイナス分を補填し、月９０００円の賃上げ！ 

 

要
求
項
目 マ

イ
ナ
ス

を 

年
度
内
に
補
填

 

月
分
か 

ら
支
給

 

月
に
間
に
合
わ
な
い
場
合 

月
に
２

月
分
支
給
し
て
く 

だ
さ
い

 

特
殊
勤
務
手
当
と
し 

て
９
０
０
０
円
を
支
給
し
て
く
だ 

さ
い

 


